
 

転校手続きについて 

 

現在通学している学校に、転校す

ることを申し出て、転校のための

書類を受け取る。 

・在学証明書 

・教科用図書給与証明書 

市民課、各サービスセンターで、

住民異動届を行う。 

市外からの転入、 

市内転居 

市外への転出 

（和歌山市教育委員会に提出す

る書類はございません。） 

市外からの転入 

市内間の転居 

学校教育課、各サービスセンター

で、入学指定書を受け取る。 

・在学証明書 

・教科用図書給与証明書 

上記書類の提示 

指定された学校に「在学証明書、

教科用図書給与証明書、入学指定

書」３種類の書類を提出する。 

転出先の市町村に転入の届出をし、教

育委員会等で入学指定書を受け取り、 

指定された学校に、「在学証明書、教

科用図書給与証明書、入学指定書」３

種類の書式を提出する。 

 


